
 
＜建築例＞ 

区 域 区 分 建築例1 建築例2 建築例3 建築例4 

区域1 

（浸水深0m超～0.5m以下） 

区域2 

（浸水深0.5m超～1.0m以下） 

区域3 

（浸水深1.0m超～1.5m以下） 

区域4 

（浸水深1.5m超～2.0m以下） 

 

 
住宅の床面の高さ及び建物の基礎の高さを基準

面以上とする。 

 
住宅の床面の高さ及び建物の基礎を基準面以上

とし、基準面以下の部分は、住宅以外の用途と

する。 

基準面以下の部分を木造以外の構造とした場合

は、住宅にしても良い。 

 
盛土により建物の敷地を、基準面以上とする。 

 


